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３．計画変更（重要変更）を必要とする事由書  
 

  本地区は、県営土地改良事業（ため池整備（一般）真備市場新池地区）と

して令和６年度から調査・設計を行ってきた。実施設計を行う中で、関係地

権者の意向確認及び池内土質の確認により、土取場及び残土処分計画の変更、

池内の地盤改良の追加により事業費が増額となった。  

  このため、土地改良法第８８条（重要な部分の変更）の規定に基づき計画

変更を行う。  

工    種  変更前事業費（千円）  変更後事業費（千円）  

堤 体 工  １４０，０００  ２４９，０００  

測量試験費  １５，０００  １５，０００  

用地買収補償費  ３，０００  ３，０００  

工  事  雑  費  ３，８００  ６，０００  

事   務   費  ７，８００  １３，０００  

合       計  １６９，６００  ２８６，０００  

 

４．土地改良施設の予定管理方法等  

 

 （１）管 理 者  

     倉 敷 市  

 （２）管理すべき施設の種類  

     堤体 Ｌ＝１４０．０ｍ、樋管 １式、洪水吐 １式  

 （３）貯水、施設、取水又は排水に関する基本的事項  

     倉敷市において維持管理する。  

 （４）管理に要する費用の概算及び費用の負担方法  

              （９３）  

     維持管理費（概算） ９２千円／年  

     費用の負担方法   倉敷市が全額負担する。  

 （５）その他管理方法に関する事項  

     倉敷市と協議する。  










